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昭和27年11月

昭和28年7月

昭和30年6月

昭和32年3月

昭和38年7月

昭和38年11月

昭和39年12月

昭和46年9月

昭和49年5月

昭和50年5月

昭和51年4月

昭和51年4月

昭和55年4月

昭和55年4月

昭和58年4月

昭和59年4月

昭和61年4月

昭和61年10月

昭和63年1月

平成5年4月

平成6年4月

平成8年4月

平成8年4月

平成8年4月

平成11年4月

平成12年4月

平成13年4月

平成18年3月

平成20年2月

平成22年4月

平成26年4月

令和3年3月

令和3年4月

長水養老院組合

長野地域広域市町村圏協議会

長野地域老人福祉施設組合

長野地域広域行政事務組合

長野地域広域行政事務組合

長野広域行政組合

長野広域連合

長水老人福祉組合

埴科郡養老院組合

埴科老人福祉組合

長野広域不燃物処理施設組合
長野広域病院組合

〈小布施荘〉開設

〈（養護・特養 統合）松寿荘〉

  〈杏寿荘〉開設

  〈七二会荘〉開設

  〈矢筒荘〉開設

〈（養護・特養 統合）松寿荘〉移転

  〈須坂荘〉開設

  （若槻デイ）

  （むれデイ）

  〈豊岡荘〉開設

  （戸隠中央デイ）

  （戸隠在介）

  （新町デイ）

長野広域連合
〈（養護）はにしな寮〉

  〈松寿荘〉開設

〈（養護）松寿荘〉

  〈はにしな寮〉開設

〈（養護）はにしな寮〉

  〈久米路荘〉開設

  （むれデイ）飯綱町へ移管

  （若槻デイ）廃止

「高齢者福祉施設等第一次社会福祉法人化計画」

⇒〈七二会荘〉移管

　　⇒ 〈杏寿荘〉移管

　　　　 ⇒ 〈須坂荘〉移管

高齢者福祉施設等の管理及び運営の経緯は以下のとおりです。

高齢者福祉施設等の管理及び運営に関すること

経　緯

2
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年　月 事業区分 内　　容
昭和 28 年７月 養護 経済的な支援を要する高齢者を保護するため、長水養老院組合（長野市外上水内郡９町村で構成）が「松寿荘」

を開設。当初の利用者は 21 人。
昭和 30 年３月 養護 松寿荘を増築し、定員を 120 人に増員。
昭和 32 年３月 養護 埴科郡養老院組合（坂城町外埴科郡７町村で構成）が定員 50 人の「はにしな寮」を開設。
昭和 38 年７月 養護 老人福祉法の施行により、目的別の施設区分が設けられる。

「松寿荘」、「はにしな寮」はそれぞれ「養護老人ホーム」に位置づけされる。
昭和 40 年５月 養護 増築により「はにしな寮」の定員を 75 人に増員。
昭和 50 年５月 特養 長野地域老人福祉施設組合（長野市外 17 市町村で構成）が、信州新町に「特別養護老人ホーム久米路荘（定

員 70 人）」を開設。
昭和 51 年４月 特養 長野地域広域行政事務組合（長野地域老人福祉施設組合外２組合１協議会が統合改組）が、小布施町に「特

別養護老人ホーム小布施荘（定員 70 人）」を開設。
昭和 55 年４月 養護

特養
長水養老院組合を長野地域広域行政事務組合（長野市外 17 市町村で構成）に統合。この組織統合に合わせ

「松寿荘」を改修し、養護老人ホームの定員を 100 人増員するとともに、定員 120 人の特別養護老人ホー
ムも併設。（現在も「養護・特養併設」施設として運営）

昭和 57 年５月 養護 「はにしな寮」を現在地に移転し、定員を 60 人に減員。
昭和 58 年４月 特養 更埴市（現千曲市）に「特別養護老人ホーム杏寿荘（定員 70 人・短期入所定員４人）」を開設。
昭和 59 年４月 特養 長野市七二会に「特別養護老人ホーム七二会荘（定員 70 人・短期入所定員４人）を開設。
昭和 60 年７月 養護

特養 長野市地附山地すべり災害により「松寿荘」が全壊。

昭和 61 年４月 特養 牟礼村（現飯綱町）に「特別養護老人ホーム矢筒荘（定員 70 人・短期入所定員４人）」を開設。
昭和 61 年 10 月 養護

特養
「松寿荘」を現在地へ移転新築し、養護老人ホームの定員100人（増減０）・特別養護老人ホームの定員70人(50人減員)
で事業再開。同じく、災害復旧施設として「特別養護老人ホーム須坂荘（定員 70 人、短期入所定員４人）」を新築。

昭和 63 年１月 デイ 長野市が特別養護老人ホーム松寿荘に併設して設置した「若槻デイサービスセンター（定員 25 人）」の管
理及び運営を受託。

在介 戸隠村（現長野市）が特別養護老人ホーム豊岡荘に併設して設置した「戸隠村在宅介護支援センター」の
管理及び運営を受託。

平成６年４月 デイ 牟礼村（現飯綱町）が特別養護老人ホーム矢筒荘に併設して設置した「むれデイサービスセンター（定員
15 人）」の管理及び運営を受託。

平成８年４月 特養 戸隠村（現長野市）に「特別養護老人ホーム豊岡荘（定員 50 人・短期入所定員 10 人）」を開設。

デイ 戸隠村（現長野市）が特別養護老人ホーム豊岡荘に併設して設置した「戸隠中央デイサービスセンター（定
員 15 人）」の管理及び運営を受託。

平成 11 年４月 特養 「特別養護老人ホーム久米路荘」を現在地へ移転新築。定員 80 人、短期入所定員 20 人に増員。

デイ 信州新町（現長野市）が特別養護老人ホーム久米路荘に併設して設置した「信州新町デイサービスセンター
（定員 23 人）」の管理及び運営を受託。

平成 12 年４月 特養 「長野広域連合」が発足し、高齢者福祉の設置・運営主体も長野広域連合へ移行。
介護保険制度が施行され、特別養護老人ホームは介護老人福祉施設（介護保険施設）に位置づけされる。

デイ
また、デイサービスセンターは通所介護事業所（介護保険サービス）に位置づけされる。「むれデイサービ
スセンター」、「戸隠中央デイサービスセンター」の定員を 25 人に増員。「信州新町デイサービスセンター」
の定員を 30 人に増員。

在介 須坂市が特別養護老人ホーム須坂荘に併設して設置した「須坂市在宅介護支援センター」の管理及び運営
を受託。

平成 13 年４月 養護 埴科老人福祉施設組合（昭和 38 年 埴科郡養老院組合が改組）を長野広域連合へ統合するのに伴い、「養護
老人ホームはにしな寮」も施設移管。

平成 17 年４月 特養 「特別養護老人ホーム小布施荘」を全室個室・小規模単位居住型施設として全面改築。
平成 18 年３月 デイ 「むれデイサービスセンター」の運営を飯綱町へ移管。
平成18年10月 養護 「松寿荘（養護）」及び「はにしな寮」が、入所者が介護保険サービスを利用することができる「特定施設入

居者生活介護事業所（外部サービス利用型）」の指定を受ける。
平成 20 年２月 養護

特養
「長野広域連合高齢者福祉施設等在り方検討懇話会」の提言を受け、段階的な社会福祉法人化を進める「長
野広域連合高齢者福祉施設等第一次社会福祉法人化計画」を決定。

平成 20 年３月 在介 「須坂市在宅介護支援センター」を須坂市へ移管。
平成 22 年３月 特養 「特別養護老人ホーム七二会荘」を社会福祉法人長野南福祉会へ移管。
平成 24 年２月 養護 施設整備と健全運営等を研究する「長野広域連合養護老人ホーム在り方検討会」を組織し、検討結果を取

りまとめる。
平成 26 年３月 特養 「特別養護老人ホーム杏寿荘」を社会福祉法人大志会へ移管。
令和２年 10 月 養護

特養
長野広域連合広域計画策定委員会に設けた「高齢者福祉施設等 在り方検討分科会」の調査・検討結果を報告
書にまとめる。

令和３年３月 特養 「特別養護老人ホーム須坂荘」を社会福祉法人グリーンアルム福祉会へ移管。
デイ 「若槻デイサービスセンター」の事業を廃止。

　注）表２－１の「事業区分」欄の表記は、以下の記載項目を表しています。
　　　養護 … 養護老人ホームの設置、管理及び運営に関すること　　特養 … 特別養護老人ホームの設置、管理及び運営に関すること
　　　デイ … デイサービスセンターの管理及び運営に関する事務　　在介 … 在宅介護支援センターの管理及び運営に関する事務

表２－１　高齢者福祉施設等の管理及び運営に関する経緯
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豊岡荘
矢筒荘

小布施荘

久米路荘
養護 松寿荘

はにしな寮

特養 松寿荘

戸隠中央デイサービスセンター

信州新町デイサービスセンター

戸隠在宅介護支援センター

施設名 区分 所在地 認可年月日 施設定員 短期入所
事業定員 居室数 （内、個室）

はにしな寮 養護 埴科郡坂城町 昭和 31年 7 月1日 60 人 4 人 39 室 （10 室）

（養護）松寿荘 養護 長野市上野二丁目 昭和 28 年 1月1日 100 人 - 60 室 （20 室）

（特養）松寿荘 特養 長野市上野二丁目 昭和 55 年 4 月1日 70 人 4 人 20 室 -

久米路荘 特養 長野市信州新町 昭和 50 年 4 月28日 84 人 16 人 47 室 （28 室）

信州新町デイサービスセンター デイサービス 長野市信州新町 平成 11年 4 月1日 （30 人） - - -

小布施荘 特養 上高井郡小布施町 昭和 51年 4 月5 日 70 人 8 人 78 室 （78 室）

矢筒荘 特養 上水内郡飯綱町 昭和 61年 4 月1日 72 人 8 人 21 室 （1 室）

豊岡荘 特養 長野市戸隠 平成 8 年 4 月1日 50 人 10 人 19 室 （2 室）

戸隠中央デイサービスセンター デイサービス 長野市戸隠 平成 8 年 4 月1日 （25 人） -　 - -

戸隠在宅介護支援センター 在介 長野市戸隠 平成 8 年 4 月1日 -　 -　 - -

（ 　）内は、デイサービスセンターの一日当たりの利用定員　

現在、長野広域連合では表２－2 のとおり７つの高齢者福祉施設で 10 の事業所（養護老人ホーム ２、特別養護
老人ホーム ５、デイサービスセンター ２、在宅介護支援センター １）を運営しています。

表２－２　 長野広域連合が運営する高齢者福祉施設等

図２－１　事業所の所在地

現状と課題
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0
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8000
施設数

民営

公営

平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 平成 29 年 平成 30 年
施設数 4,463 件 5,535 件 5,676 件 7,065 件 7,299 件 8,097 件
定員（公営） 40,929 人 35,734 人 29,307 人 27,292 人 25,416 人 27,185 人
定員（民営） 257,983 人 347,592 人 374,006 人 457,061 人 477,262 人 532,577 人
定員計 298,912 人 383,326 人 403,313 人 484,353 人 502,678 人 559,762 人

（厚労省：介護サービス施設・事業所調査）

0
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60,000

（人）
70,000

0
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600
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800
900

施設数

民営

公営

平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 平成 29 年 平成 30 年
施設数 902 件 916 件 861 件 906 件 907 件 901 件
定員（公営） 41,442 人 27,098 人 15,578 人 11,234 人 9,302 人 8,691 人
定員（民営） 22,310 人 36,925 人 43,955 人 50,125 人 51,798 人 51,873 人
定員計 63,752 人 64,023 人 59,533 人 61,359 人 61,100 人 60,564 人

（厚労省：社会福祉施設等調査）

老人ホーム等の高齢者福祉サービスの提供は行政が中心に担ってきましたが、簡素で効率的な行政への転
換に関心が高まっている中、介護保険制度が運用されて以降、高齢者福祉サービスの供給は、それぞれのサー
ビスの目的を損なうことなく行政から民間事業者へ移行しており（図2－2、2－3参照）、利用者は多様なサー
ビス提供者を選択できるようになりました。

図２－２　養護老人ホーム 施設数・定員の推移（全国）

図２－３　特別養護老人ホーム 施設数・定員の推移（全国）

高齢者福祉施設等の運営や維持管理に要する費用は年間 27 億円超（令和元年度）と膨大なうえ、運営経
費が介護サービス収入を上回る状態が構造化（図２－４）しており、不足する財源を補填してきた財政調整
基金の枯渇が迫っています（図２－５）。こうした中、長野広域連合が運営する全ての施設を安全・安心な
状態に維持し続けるためには、不足する財源について関係市町村の負担増を求めていくこととなります。

他方で、行政が実施する必要性の減少した事業を民間に委ねて、民間活動の領域の拡大を通じて行政に要
する経費の抑制により、住民負担の上昇を抑える行政改革が進められていることを踏まえると、本計画の策
定に合わせ調査・検討を行った高齢者福祉施設等在り方検討分科会の報告を受け、引き続き、高齢者福祉施
設等の社会福祉法人への移管を推進する必要があります。



11

（単位：千円） 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度
歳入（①） 3,401,539 3,253,728 3,166,091 3,242,059 3,049,491 2,720,802 3,043,700 2,826,453 2,806,483 2,766,648

（内 市町村負担金） 0 0 0 0 14,292 14,221 14,153 44,029 43,930 131,479
（内 基金繰入Ⓐ） 360,903 331,965 289,219 232,727 370,405 255,049 242,895 256,448 271,724 136,527
歳出（②） 3,268,131 3,142,820 3,077,275 3,144,309 3,018,118 2,647,819 2,977,756 2,780,215 2,761,129 2,716,498

（内 償還金） 208,005 207,164 206,256 203,725 207,693 184,267 176,131 203,499 180,752 135,004
（内 基金積立Ⓑ） 305,075 174,475 151,727 96,098 103,853 35,917 74,664 66,694 46,842 46,074
純収支差

（（① - Ⓐ）-（② - Ⓑ）） 77,580 △ 46,582 △ 48,676 △ 38,879 △ 235,179 △ 146,149 △ 102,287 △ 143,516 △ 179,528 △ 40,303

（単位：千円）平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度
期末残高 2,065,108 1,907,657 1,770,210 1,633,617 1,367,102 1,148,000 979,783 788,463 563,016 472,571
年度増減 △ 52,598 △ 157,451 △ 137,447 △ 136,593 △ 266,515 △ 219,102 △ 168,218 △ 191,320 △ 225,447 △ 90,445

△250,000
△200,000
△150,000
△100,000
△50,000

0
50,000

（千円）
100,000

△500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

（千円）
2,000,000

年度増減　　期末残高

名　称 設置主体 認可（届出）年月日 定員（人）
尚和寮 （福）長野市社会事業協会 昭和 22 年 3 月 31日 50
寿楽園 （福）睦会 平成 18 年 3 月 27 日 50
普携寺香風園 （福）千聖会 昭和 27 年 11月1日 30

（養護）松寿荘
長野広域連合

昭和 28 年 1月1日 100
はにしな寮 昭和 31年 6 月 25 日 60

長野広域圏内定員 計 290
（長野県：令和２年度社会福祉施設名簿（令和２年４月１日現在））

図２－４　長野広域連合老人福祉等運営事業特別会計 会計年度別純収支差の推移

図２－５　長野広域連合 財政調整基金年度末残高の推移

（1）養護老人ホームの設置、管理及び運営
養護老人ホームは、市町村が「措置（または「入所の委託」）」によって心身の状況、環境の状況及び経

済的理由により在宅での日常生活を営むのに支障がある 65 歳以上の高齢者を救済するための施設で、高
齢者福祉において大切な役割を担っています。

表２－３のとおり、長野広域圏内には５施設（定員計 290 人）が設置・運営されており、このうち２施
設（定員計 160 人）を長野広域連合が設置・運営しています。

表２－３　長野広域圏内の養護老人ホーム
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信州新町デイサービスセンター

戸隠中央デイサービスセンター

（50.0％）

（60.0％）

（70.0％）

（80.0％）

（90.0％）

施設名 定員 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度
戸隠中央デイサービス
センター 25 人 平均利用者数（人） 16.3 16.1 15.9 17.5 18.4 18.5 18.6 17.0

平均利用率 65.2% 64.4% 64.0% 70.0% 73.4% 74.1% 74.3% 67.8%
信州新町デイサービス
センター 30 人 平均利用者数（人） 20.6 21.9 21.2 20.2 21.1 22.4 22.2 21.7

平均利用率 68.7% 73.0% 70.6% 67.4% 70.3% 74.6% 74.1% 72.3%

介護保険制度の運用から 20 年余経過し、介護保険施設の整備が図られていることと合わせ、高齢者の
自立した生活を支援するための「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者住宅」も増加しています。

このように要援護高齢者に対する支援の選択肢が多様になっていることもあり、心身の状況、環境の状
況及び経済的理由で日常生活に支障があるため市町村の措置を要する高齢者は、養護老人ホームの定員に
対して少ない状況が続いています。こうした状況を踏まえ、社会福祉法人が運営している一部の養護老人
ホームでは、長野広域管外に居住する措置対象者の入所によって空床期間の短縮を図る工夫が見られます。
「養護松寿荘」と「はにしな寮」の定員の合計数は、長野広域管内の養護老人ホームの総定員数の 55％

を占める一方、恒常的な空床もあることから、定員数の見直しも含めて養護老人ホームの運営の在り方に
ついて見直しが必要となっています。

また、現入所者の高齢化が進み、日常生活動作の低下により介護支援を必要とする入所者が年々増加し
ている状況もあり、外部介護サービスを利用しながら、入所者の生活支援や介護ニーズの対応に努めてい
ますが、施設の老朽化や多床室であることなどにより、入所者の安全面やプライバシー確保のための居住
環境の見直しも課題となっています。

（2）特別養護老人ホームの設置、管理及び運営
介護保険制度の運用開始により、特別養護老人ホームの施設数及び定員は一貫して増加しています。民

間事業者がこの増加をけん引する一方で、行政が運営する特別養護老人ホームは減少しており（図２－３
参照）、競合する行政の施設は民間への移管が進んでいることがうかがえます。

こうした行政の役割変化を踏まえ、「段階的に社会福祉法人化を進めることが適当」とする長野広域連
合高齢者福祉施設等の在り方懇話会の提言（平成 19 年１月）を受け、七二会荘、杏寿荘、須坂荘の３施
設を対象とした「第一次社会福祉法人化推進計画」を策定し、段階的に法人化を進めてきました。

同時に、増加傾向にある認知症状や重度の要介護状態の利用者に適切な介護サービスを提供し続けられ
るよう、研修などにより職員の資質や介護技術の向上に努めています。また、それぞれの施設ごとに事業
継続計画（BCP）を作成し、自然災害や新型コロナウイルスなどの感染症の拡大期においても利用者が安
全で安心して過ごせるよう取り組んでいます。

（３）デイサービスセンターの管理及び運営
デイサービスセンターは、在宅で生活する要援護高齢者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心

身機能の維持向上、家族の身体的・精神的負担の軽減を主な目的とする通所介護の事業です。信州新町及
び戸隠中央デイサービスセンターは、併設するそれぞれの特別養護老人ホームと一体的に運営しており、
利用者の住み慣れた地域のデイサービスセンターとして定着・利用されています。

信州新町デイサービスセンターは長野市信州新町地域において、また、戸隠中央デイサービスセンター
は長野市戸隠地域においてデイサービスを提供する地域で唯一の事業所であり、年間平均利用率は７割程
度で推移しています（図２－６参照）。

それぞれ中山間地域においてデイサービスを提供しており、利用者の居宅が広範囲で、高低差も大きい
ため、送迎のために多くの時間と運転する職員を必要とすることが課題となっています。

図２－６　長野広域連合デイサービスセンターの利用状況の推移
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SDGsで目指すゴール 関連ターゲット
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する

・基礎的な保健サービスへのアクセス

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、
すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレ
ベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構
築する

・説明責任のある透明性の高いスリム
化の推進

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・
パートナーシップを活性化する

・施策の一貫性の強化

（４）在宅介護支援センターの管理及び運営に関する事務
戸隠在宅介護支援センターは、介護保険をはじめとした医療・保健・福祉の戸隠地区における主要な相

談窓口として重要な役割を果たしてきました。対応した相談の実績は、平成 30 年度 2,658 件、令和元年
度 2,857 件でした。

しかし、要援護者や家族の中には、適切なサービスの情報を得られないまま生活を続けている場合もみ
られ、介護の重度化を防ぐことや家族への支援など在宅介護支援センターの関わりが今まで以上に求めら
れるケースがみられます。

〇　社会福祉法人などの民間事業主体は確実で効果的な高齢者福祉施設等の運営の担い手となっていること
から、高齢者福祉施設等在り方検討分科会の報告内容を踏まえ、長野広域連合が運営する全ての高齢者福
祉施設等について、民間主体への移管の対象とします。

〇　民間主体への移管までの期間において、引き続き、利用者の尊厳に配慮し安全で安心なサービスを提供
すると共に施設ごとに作成する事業継続計画（BCP）の的確な運用など緊急時の安全確保に努めます。また、
稼働率（充足率）の向上や運営経費の節減などにより収支改善に努めます。

　・インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症対策の徹底を図ります。
　・避難訓練を通じて河川氾濫や土石流などの災害リスクに備えます。
　・安全で安心なサービス提供のため、移管までの期間は必要な施設の保全を図ります。
　ただし、不足する財源について関係市町村へ求める負担額の最小化に努めます。

〇　民間主体への移管については、長野広域連合の高齢者福祉施設等の収支状況及び不足する財源を補填
している財政調整基金の状況を踏まえ、従来の一施設ごと段階的に移管する手法に加え、より効果的な
手法を速やかに検討のうえ進めます。

【計画期間中の目標】
〇　高齢者福祉施設等の移管を進めるため、従来の一施設ごと段階的に移管する手法に加え、より効

果的な手法を検討します。

〇　高齢者福祉施設等の移管について、定期的に関係市町村と情報を共有し、協議・調整を行います。

表２－４　今後の方針等と SDGs で目指すゴールとの関連

今後の方針及び施策


